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 コスト削減に向けた諸施策に関するお知らせ  

 

 当社は、下記のとおりコスト削減に向けた諸施策を実施することといたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．目的 

当社は、来期に向けて「黒字体質への転換」と「雇用の確保」に重点を置き、コスト削減に

向けた新たな諸施策を実施いたします。 

 

２．コスト削減策の内容 

（１）役員報酬の減額 

 役員報酬を下記のとおり減額いたします。 

 ・代表取締役会長 全額返上 

 ・代表取締役社長 50％ 

 ・取締役専務執行役員、取締役常務執行役員 40％ 

 ・他の取締役、執行役員、監査役 30％ 

 

（２）管理職給与の減額 

 管理職の給与を一律 20％減額します。 

 

（３）一時帰休の実施 

 今後 1 年間に全社一斉の一時帰休を 23 日間実施することに加え、輪番制での一時帰休

等 72 日間を含め、合計最大 95 日間の一時帰休を実施し、それに伴い人件費の大幅な圧縮

を図ります。 

 

３．業績に与える影響 

 当期業績に与える影響は軽微でありますが、来期につきましては今までの諸施策と合わせて

約 15 億円のコスト削減効果を見込んでおり、黒字転換を目指してまいります。 

以 上 

 
 


